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〓研修・講習会〓 

 

 

 

 

 

国土交通省では、インタ－ネットによる自動車整備の予約の普及、自動車運送事業者やレンタカ

ー事業者等が大量に保有する自動車の点検整備の効率化などを背景として、一般の自動車ユーザー

や自動車運送事業者等が自身の自動車を自動車特定整備事業者の認証工場に持ち込むことなく、自

宅や自社の整備場等で特定整備を受けられるニーズが高まっていることを受け、３月３１日に道路

運送車両法の改正、告示、関係通達の改正が行われ「訪問特定整備制度」が創設されました。 

６月３０日に施行される本制度について、適切な準備を進めていただくために、ぜひ、ご参加の

ほどよろしくお願いします。 

また、昨年１０月１日に本格運用されたＯＢＤ検査についての関連通達、処分の対象となる事例、

検査用スキャンツールと特定ＤＴＣ照会アプリを使用してのＯＢＤ確認・検査等についてもあわせ

て説明していただきますので、ぜひ、ご参加のほどよろしくお願いします。 

 

説明会対象者は、各事業場の工場長又は店長等 １名 が対象 

 

 

◇日   時   ７月１４日(月) 【受付時間】１３：００～１３：３０ 

【説 明 会】１３：３０～１４：３０ 

 

◇内   容   【訪問特定整備制度及びＯＢＤ検査関連通達・処分事例等について】【講義形式】 

      ・訪問特定整備制度について 

 ・訪問特定整備等の業務の流れと注意事項について 

 ・証票等の様式について 

 ・ＯＢＤ検査の関連通達、処分の対象となる事例等について 

 ・その他 

 

◇講   師     関東運輸局 山梨運輸支局     塩野入 大樹  陸運技術専門官  

 

◇会   場    （一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂  

 

◇研修費用    無 料 

         （説明資料につきましては、当日受付にてお渡しします。） 

 

◇参加申込方法 

       下記の「訪問特定整備制度及びＯＢＤ検査関連通達・処分事例説明会」参加申込

書に必要事項をご記載の上、７月１日（火）までにＦＡＸにてお申し込みくださ

い。 

 

訪問特定整備制度及び OBD 検査関連 

通達・処分事例の説明会について 
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振興会 指導教育部 行 

ＦＡＸ ０５５－２６３－４４２０ 
 

 

 

 

 

７月１４日（月）   受付時間：１３：００～１３：３０  

説 明 会：１３：３０～１４：３０ 

 

支 部 名      支部 認証番号 ８ －  

事業場名  

参加者名  

 

参加者が変更になる場合は事前にご連絡を下さい。 

 

 

 

【指定自動車整備事業に係る OBD 検査の具体的違反事例等について】 

！！注意！！「再徹底を！！」 

●指定工場は、対象車の完成検査時に「ＯＢＤ検査」が必ず必要になります。 

 （検査用スキャンツ－ルを使用します。） 

●違反事項(点検・整備・検査不適切) 

 ・なりすまし行為や不適合状態のものを適合状態であるようにした虚偽のデ－タにてＯＢＤ検査

を実施し適合証を交付した場合(違反点数 １０点／台) 

 ・ＯＢＤ検査をＯＢＤ確認モ－ドで実施し適合証を交付した場合(違反点数 ３点) 

●違反事項(自動車検査員の不正証明行為) 

 ・なりすまし行為や不適合状態のものを適合状態であるようにした虚偽のデ－タにてＯＢＤ検査

を実施し適合証に証明した場合(解任命令) 

●保安基準適合証交付時の関係書類と車両情報の照合確認は、必ず車検で入庫した際に当該事業場 

 においてオンラインモ－ドにより電子自動車検査証から読み取った車検証閲覧アプリの画面か、 

 車検証閲覧アプリから印刷した自動車検査証記録事項により実施してください！！ 

● 認証工場についても、自工場で検査用スキャンツ－ルを使用して「ＯＢＤ検査と同等の確認（Ｏ

ＢＤ確認）」を実施した場合、原則として車検場においてＯＢＤ検査が省略されます。 

訪問特定整備制度及び OBD 検査関連 

通達・処分事例の説明会参加申込書 
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標記研修が次のとおり開催されます。該当者は受講漏れのないようお願いします。 

 

◇研修対象者 

  ①自動車検査員として選任されている者全員 

  ②自動車検査員有資格者（自動車検査員に選任予定の者等） 

※ ３年以上自動車検査員として選任されていなかった者を選任する場合は、 

直近の自動車検査員の研修を受講していることが必要となります。 

◇研修会場  

（一社）山梨県自動車整備振興会 大講堂    

 ◇研修日 

研修日 教習修了番号 

７月１６日（水） 

午前     １～３５０００号 

午後 ３５００１～５００００号 

７月１８日（金） 

午前 ５０００１～６１０００号 

午後 ６１００１～６８０００号 

７月２３日（水） 

午前 ６８００１～７４０００号 

午後 ７４００１～７９０００号 

７月２５日（金） 

午前 ７９００１～８４０００号 

午後 ８４００１号以降の者 

   

◇研修時間 【午前の部】  受付 ８：３０～ ９：００ 研修  ９：００～１２：００ 

【午後の部】  受付１３：００～１３：３０ 研修 １３：３０～１６：３０ 

 ◇研修費用  ３，３００円（テキスト代含む） 

 

 

 

 

（一社）山梨県自動車整備振興会にて外国人自動車整備技能実習評価試験が行われ、その結果は下記

のとおりです。 

 

実施日 

初級学科試験 初級実技試験 

受験者数 合格者数 合格率（％） 受験者数 合格者数 合格率（％） 

５月１６日（金） ２ ２ １００ ２ ２ １００ 

自動車検査員研修の実施について 

外国人自動車整備技能実習評価試験の報告について 


